
様式第１０号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

 恵   第     号 

 平成  年  月  日 

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

  会 長  亀 石 和 代  様 

恵庭市長 原田  裕 印 

 恵庭市個人情報保護条例第 ９ 条第 １ 項第 ４ 号の規定により個人情報保

護制度の運営審査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの収集(第7条第3項第6号) 

□ 思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差別の原

因となる個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

■ 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2項) 

□ 開示をしないことができる個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 
空家の実態調査にかかる目的外利用 

諮 問 内 容 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身

体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要

なことから、恵庭市内の空家状況を調査するため水道部及び税務課

の空き家に関する情報を提供願いたい。 

主 管 課 生活環境部 生活安全課 
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（１）空き家の実態調査について 

 (１)情報集積 

①水道部経営管理課及び税務課へのデータ抽出依頼 

データ抽出については、個人情報保護条例の規定により目的外利用 

に該当することから個人情報保護審査会に諮問。 

●審査後（決定通知受領）、水道部経営管理課へデータ抽出依頼 

＜抽出要件＞ 

・水道メーターの検針状況（一年間未使用状況） 

・アパート、共同住宅は、除く 

・市街化調整区域は、除く 

●水道部のデータを基に税務課へデータ抽出依頼 

＜抽出要件＞ 

・水道部抽出データの土地・家屋の所有者氏名、住所 

・納税通知書の送付先が市外 

・納税通知書が公示送達 

②消防への危険情報依頼 

  ・消防で保有している「管理不全な空き家」情報提供依頼 

(2)情報集約 

    ①データの一元化  

    水道部、税務課、消防のデータの一元化 

②空き家台帳、空き家図面の作成 

    空き家台帳の作成：家屋の所在地番、所有者、連絡先 

空き家図面の作成：A４版 

③現地調査（目視による危険度診断） 

※危険度判断基準の作成（建設部） 

   ④危険度ランク付け 
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（２）国の動向 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」平成26.11.19成立 

公布日は平成26年 11月 27日。施行は、「公布日から起算して3 

ヶ月以内で政令で定める日から施行」となっており未定 

・適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域 

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身 

体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必 

要（1条） 

＜国・道＞ 

・放置すれば倒壊など著しく危険となる恐れがある空家を「特定空家 

等」と定義付け（2条） 

・国土交通大臣及び総務大臣：空家等に関する施策の基本指針策定の 

義務付け（5条） 

～公布から3ヶ月以内に提示（2015年 2月末を予定） 

・ガイドラインの策定（5条） 

～公布から6ヶ月以内に提示（2015年 5月末を予定） 

（※特定空家等の具体的な判断基準、特定空家等の所有者への助言、 

 指導、撤去命令などの手続きの進め方など） 

・都道府県は、市町村に技術的助言、市町村相互間の連絡調整など必 

 要な援助（8条） 

・市町村が行う空家対策に対し財政補助（地方交付税拡充）（15条） 

・今後必要な税制上の措置（15条） 

＜市町村＞ 

・税情報の内部利用が可能（10条） 

・立入調査が可能（9条） 

・強制執行が可能（行政代執行）（14条） 

・空家等対策計画の策定（6条） 

・協議会の設置（7条） 

・特定空家等に対し除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言、指導、 

勧告、命令が可能（14条） 
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恵庭市情報公開・個人情報保護審査会の所掌事務の拡大について

１．追加する所掌事務について

（１）番号法に係る特定個人情報保護評価に関しての第三者点検の役割について

【理由】

番号法第２７条に規定する特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバ

シーに与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減するために行う特定個人情報保護評価

において、しきい値評価で「重点項目評価」とされたものについては、実施機関の任意での

第三者機関の点検を実施するとなっているが、下記の理由から第三者点検を実施すること

とし、その第三者点検を行う機関として恵庭市情報公開・個人情報保護審査会を位置づける

こととする。

【役割】

 評価書の内容を決定するのは実施機関（行政）であり、審査会による第三者点検は、実施

機関が評価の内容を決定するにあたり外部の有識者の意見を聞くことで適合性・妥当性を

担保することを目的としている。

したがって、審査会は、実施機関が評価を行った特定個人情報保護評価の適合性・妥当性

について点検を行うことを想定している。

＊重点項目評価の場合でも第三者評価を行うかの判断

 重点項目評価の場合は、第三者点検を行うかは任意だが、「特定個人情報保護評価指針」

においても地方公共団体において重点項目評価書への第三者点検を行うことが望ましいと

されている。（国の機関においては重点項目評価の場合は抽出で第三者点検を行うこととし

ている。）

 当市においては、しきい値判断（個人情報の対象人数、取扱人数で判断）で、原則、全て

が一番簡素な基礎項目評価となるが、『過去５年以内に、特定個人情報に関する重大事故を

発生』させた場合には、重点項目評価となる。

 重大事故があった場合に関してのみ重点項目評価となるために、その重大性に鑑み、当市

においては、重点項目評価の場合にも第三者点検を行う。

＊参考：特定個人情報保護評価指針     【別紙１】p9 
特定個人情報保護評価指針の解説  【別紙２】p10~11 
アイネス資料           【別紙３】p12~13  

その他（今後の審査会の所掌事務について）
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（２）行政不服審査法の全部改正に伴う第三者機関としての役割について

【理由】

 行政不服審査法の全部改正（平成２８年４月１日施行予定）に伴い、行政処分を受けた者

が市の機関に対して審査を申し出た場合において審理員（市の職員）を設置し、その者が請

求者及び市の機関の意見を聴取し意見書を作成し、その意見書をもとに市の機関が裁決を

行うこととなる。この場合において、市の機関が裁決をする前に、有識者からなる第三者機

関からの意見を得なければならないこととなったことから、市の機関の裁決案を諮問する

機関として恵庭市情報公開・個人情報保護審査会（＊名称変更必要）を位置づけることとす

る。

＊参考：行政不服審査法関連３法の概要 【別紙４】p14~15 
    行政不服審査法に関する地方公共団体からの質問・意見に対する総務省の考え方

    【別紙５】p16 

【役割】

 審査会は、はじめから審理するのではなく、第三者の視点で審理員による事実認定を検分

した上で、法令解釈等の妥当性を検証する役割を負う。

第三者の視点から市の機関の判断の妥当性をチェックすることにより、裁決の公正性を

向上させるものであり、請求人が希望しない場合又は審査会が不要と認めたときは、諮問を

不要とするものである。

＜（１）及び（２）の総括＞

 以上のことから、（１）については、特定個人情報保護評価書の適合性・妥当性を判断す

るものであることから、個人情報保護に関する知識に精通し行政運営に関して識見のある

者がふさわしく、現審査会委員に求められる資質に共通するものと考えられる。

 また、（２）についても第三者の視点から市の機関の判断の妥当性をチェックする役割で

あり、法令解釈等の知識も必要であることから、弁護士、行政書士等、審査会委員に求めら

れる資質に共通すると考えられる。さらには、恵庭市情報公開・個人情報保護審査会には、

情報公開請求のあった文書の実施機関による公開・非公開の決定に請求者が不服の場合の

審査を行う役割もあり、今回の役割に類似する部分もある。

 したがって、事務局としては審査会に（１）及び（２）の役割を持たせる形で、今後の審

査会を運営していきたいと考える。

 別に審査会を作ることも想定されるが、趣旨が重なる部分もあり求められる人材の資質

も共通することから、１つの審査会で所掌する形としたい。
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２．現在の所掌事務

 （１）個人情報保護

① 個人情報を本人以外のものから収集する場合

② 思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差別の原因となる個人情報を

収集する場合

③ 目的外利用（個人情報取扱事務の目的以外を目的として個人情報を実施機関内部

において利用）する場合

④ 外部提供（実施機関以外のものへ提供） する場合

⑤ オンライン結合（当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理

する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有

する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をい

う。）により個人情報を提供する場合

⑥ 開示をしないことができる個人情報の判断

⑦ 個人情報開示決定等に係る行政不服審査法の規定に基づく不服申立ての審査

 （２）情報公開

① 公開決定等に係る行政不服審査法の規定に基づく不服申立ての審査

 ② 任意的公開に係る苦情の申出の審査

３．今後のスケジュール

 平成２７年１月３０日   審査会～現委員に今後のあり方を説明

 平成２７年５月      委員候補者に就任を打診

平成２７年７月      新委員を委嘱

平成２７年第４回定例会 恵庭市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正

（H28.4.1施行）
             ＊審査会条例には所掌事務は規定していないことから、特定

個人情報保護評価の役割を追加する事由での条例改正は必要

なく、行政不服審査会の役割を持たせる場合において題名改

正等が必要になると考えます。
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